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【取扱い】

吹きさらしの廊下に部分的な壁、スクリーン等を設置する場合に

は、住戸 の出入り口の前面に設けられ、プライバシーの保護や風等

雪の吹き込みを防ぐために必要と認められる部分を除き 「外気に、

有効に開放された部分」と扱わず、その部分を床面積に算入する。

バルコニー、ベランダも吹きさらしの廊下に準じて取り扱う。

住戸

【解 説】

吹きさらしの廊下の床面積の算定については、昭和６１年建設省（現

国土交通省）住宅局建築指導課長通達において取扱いが定められてい

るが、その条件に該当しない部分的な壁などが設けられる場合の算定

方法について取扱いを定めたものである。

廊下の開放性を損なうような壁などを設ける場合には、部分的なも

のであっても、その部分については床面積に算入することとした。

住戸以外の出入り口は、エレベーターの出入り口が考えられる。

（参考）

平成１４年の日本建築行政会議において、階段と廊下の関係につい

て、壁が立ち上がっている部分については廊下部分も床面積に算入す

ることと取り扱われている。
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